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(57)【要約】
【課題】血管の止血凝固等を行う場合に、先端電極の金
属露出部が患部組織から僅かに離れた状態を保って金属
露出部と患部との間に容易に火花放電をさせ、良好な止
血効果を得ることができる内視鏡用高周波処置具を提供
すること。
【解決手段】電気絶縁性のシース１の先端から前方に突
出して設けられた導電性金属からなる先端電極２の表面
に部分的に金属露出部４，５が設けられて、先端電極２
の表面の金属露出部４，５以外の部分が電気絶縁性コー
ティング６で被覆された内視鏡用高周波処置具であって
、金属露出部４，５として、少なくとも周辺寄りの領域
が先端電極２の表面から陥没した断面形状のスポット状
金属露出部４が形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気絶縁性のシースの先端から前方に突出して設けられた導電性金属からなる先端電極
の表面に部分的に金属露出部が設けられて、前記先端電極の表面の前記金属露出部以外の
部分が電気絶縁性コーティングで被覆された内視鏡用高周波処置具であって、
　前記金属露出部として、少なくとも周辺寄りの領域が上記先端電極の表面から陥没した
断面形状のスポット状金属露出部が形成されていることを特徴とする内視鏡用高周波処置
具。
【請求項２】
　請求項１に記載された内視鏡用高周波処置具において、前記先端電極の前記スポット状
金属露出部が設けられている面には、前記スポット状金属露出部を除き全ての部分に前記
電気絶縁性コーティングが被覆されている内視鏡用高周波処置具。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された内視鏡用高周波処置具において、前記スポット状金属露出
部は、中心付近の領域が周辺寄りの領域より盛り上がった断面形状に形成されている内視
鏡用高周波処置具。
【請求項４】
　請求項１から３の何れかに記載された内視鏡用高周波処置具において、前記スポット状
金属露出部が前記先端電極の少なくとも先端面に設けられている内視鏡用高周波処置具。
【請求項５】
　請求項１から４の何れかに記載された内視鏡用高周波処置具において、前記先端電極に
前記スポット状金属露出部が複数並んで設けられている内視鏡用高周波処置具。
【請求項６】
　請求項１から５の何れかに記載された内視鏡用高周波処置具において、前記先端電極が
前記シースの基端側からの操作により前記シースの先端において前後方向に進退自在であ
る内視鏡用高周波処置具。
【請求項７】
　請求項１から６の何れかに記載された内視鏡用高周波処置具において、前記先端電極の
先端側の部分は軸線が後方を向いた略「？」状の形状に形成されて、その先端面と外側面
とに前記スポット状金属露出部が設けられると共に、前記先端面の裏側にあたる面が金属
露出部になっている内視鏡用高周波処置具。
【請求項８】
　電気絶縁性のシースの先端から前方に突出して設けられた導電性金属からなる先端電極
の表面に部分的に金属露出部が設けられて、前記先端電極の表面の前記金属露出部以外の
部分が電気絶縁性コーティングで被覆された内視鏡用高周波処置具の製造方法において、
　前記金属露出部が、前記先端電極にレーザビームを照射して前記先端電極を前記レーザ
ビームで溶かすことにより、少なくとも周辺寄りの領域が上記先端電極の表面から陥没し
た断面形状のスポット状に形成されることをことを特徴とする内視鏡用高周波処置具の製
造方法。
【請求項９】
　請求項８に記載された内視鏡用高周波処置具の製造方法において、前記レーザビームの
照射が、前記先端電極に前記電気絶縁性コーティングが被覆された状態で行われ、前記電
気絶縁性コーティングが前記レーザビーム照射により蒸散する内視鏡用高周波処置具の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡用高周波処置具とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　内視鏡用高周波処置具は一般に、電気絶縁性のシースの先端に、導電性金属からなる先
端電極が前方に突出して設けられ、先端電極を生体組織に接触させて高周波電流を流すこ
とにより、先端電極と接触している生体組織が焼灼されて凝固／切開が行われるようにな
っている（例えば、特許文献１）。
　また、先端電極全体が金属露出面になっていると、焼灼すべきでない正常な生体組織ま
で焼灼して損壊してしまう場合があるので、先端電極の表面の一部に電気絶縁性コーティ
ングを施して、電気絶縁性コーティングが施されていない金属露出部と接触する生体組織
だけが焼灼されるようにしたものもある。
【特許文献１】　特開平６－２９２６８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　血管の止血凝固等を行う場合には、先端電極の金属露出部を患部組織に直接接触させて
高周波電流を流すよりも、金属露出部を患部組織から僅かに離して金属露出部と患部との
間に火花放電をさせた方がうまくいく場合がある。しかし、前記のような従来の内視鏡用
高周波処置具では、患部組織との間にそのような微妙な距離を保つことができないので、
放電作用による止血処置を行うのは困難であった。
【０００４】
　本発明はそのような問題を解決するためになされたものであり、血管の止血凝固等を行
う場合に、先端電極の金属露出部が患部組織から僅かに離れた状態を保って金属露出部と
患部との間に容易に火花放電をさせ、良好な止血効果を得ることができる内視鏡用高周波
処置具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の内視鏡用高周波処置具は、電気絶縁性のシースの先端から前方に突出して設け
られた導電性金属からなる先端電極の表面に部分的に金属露出部が設けられて、先端電極
の表面の金属露出部以外の部分が電気絶縁性コーティングで被覆された内視鏡用高周波処
置具であって、金属露出部として、少なくとも周辺寄りの領域が先端電極の表面から陥没
した断面形状のスポット状金属露出部が形成された構成である。
【０００６】
　なお、先端電極の前記スポット状金属露出部が設けられている面には、スポット状金属
露出部を除き全ての部分に電気絶縁性コーティングが被覆されていてもよく、スポット状
金属露出部は、中心付近の領域が周辺寄りの領域より盛り上がった断面形状に形成されて
いてもよい。そして、スポット状金属露出部が先端電極の少なくとも先端面に設けられて
いてもよく、先端電極にスポット状金属露出部が複数並んで設けられていてもよい。また
、先端電極がシースの基端側からの操作によりシースの先端において前後方向に進退自在
であってもよく、先端電極の先端側の部分は軸線が後方を向いた略「？」状の形状に形成
されて、その先端面と外側面とにスポット状金属露出部が設けられると共に、先端面の裏
側にあたる面が金属露出部になっていてもよい。
【０００７】
　本発明の内視鏡用高周波処置具の製造方法は、電気絶縁性のシースの先端から前方に突
出して設けられた導電性金属からなる先端電極の表面に部分的に金属露出部が設けられて
、先端電極の表面の金属露出部以外の部分が電気絶縁性コーティングで被覆された内視鏡
用高周波処置具の製造方法において、金属露出部が、先端電極にレーザビームを照射して
先端電極をレーザビームで溶かすことにより、少なくとも周辺寄りの領域が先端電極の表
面から陥没した断面形状のスポット状に形成される。
【０００８】
　なお、レーザビームの照射が、先端電極に電気絶縁性コーティングが被覆された状態で
行われ、電気絶縁性コーティングがレーザビーム照射により蒸散するようにしてもよい。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明の内視鏡用高周波処置具と製造方法によれば、先端電極の金属露出部として、少
なくとも周辺寄りの領域が先端電極の表面から陥没した断面形状のスポット状金属露出部
が形成されていることにより、血管の止血凝固等を行う場合に、先端電極の金属露出部が
患部組織から僅かに離れた状態を保って金属露出部と患部との間に容易に火花放電をさせ
、良好な止血効果を得ることができる。そして、スポット状金属露出部が設けられている
面のスポット状金属露出部を除く全ての部分に電気絶縁性コーティングを被覆することに
より、患部組織が先端電極にこびり付かないので、より良好な止血効果を得ることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を具体的に説明する。
　図５は、本発明の実施の形態の内視鏡用高周波処置具の全体構成を示している。１は、
例えば可撓性のあるフッ素樹脂チューブ等からなる電気絶縁性のシースであり、その長さ
は例えば１～２ｍ程度である。シース１の先端部分には、接触する生体組織を焼灼して凝
固／切開等するための先端電極２が前方に突出して配置されている。シース１内には、可
撓性を有する導電ワイヤー３が軸方向に進退自在に挿通されていて、その導電ワイヤー３
の先端が先端電極２に機械的及び電気的に連結接続されている。
【００１１】
　シース１の基端に連結された操作部１０には、導電ワイヤー３の基端が連結された操作
片１２が操作部本体１１にスライド自在に取り付けられていて、操作片１２を矢印方向に
スライド操作することにより導電ワイヤー３が軸方向に進退して先端電極２をシース１の
先端部分で前後方向に進退させることができる。ただし、先端電極２がシース１の先端部
分に固定された構成のものであっても差し支えない。操作片１２には、図示されていない
高周波電源に接続される接続端子１３が設けられていて、導電ワイヤー３を経由して先端
電極２に高周波電流を通電することができる。
【００１２】
　図２～図４はシース１の先端部分を、状態と向きを変えて示しており、図２は、先端電
極２がシース１の先端側に引き寄せられた状態を斜め前から見た状態を示し、図３と図４
は、先端電極２がシース１の先端から前方に押し出された状態を斜め後方から見た状態を
示している。
　先端電極２は、ステンレス鋼材等のような導電性金属により形成されていて、その先端
側の部分は軸線が後方を向いた略「？」状（ただし点は無い）の形状に形成されて、「？
」状部分２Ａの後端部からシース１内に真っ直ぐに緩く差し込まれた棒状部分２Ｂと「？
」状部分２Ａとが一つながりに一体に形成されている。
【００１３】
　先端電極２の表面には部分的に金属露出部４，５が設けられていて、先端電極２の表面
の金属露出部４，５以外の部分は全て電気絶縁性コーティング６で被覆されている。電気
絶縁性コーティング６は、例えばフッ素樹脂コーティングであり、その厚みは１０～１０
０μｍｍ程度である。
　図２に示される４は、先端電極２の先端面２ａに複数形成されたスポット状金属露出部
であり、その各々の直径は０．２～０．６ｍｍ程度である。スポット状金属露出部４は、
例えば５～１０個程度が並んで設けられているが一個だけであってもよい。各スポット状
金属露出部４は、図１に断面が図示されるように、周辺寄りの領域が先端電極２の表面よ
り陥没した断面形状であって、略円形の平面形状に形成されている。スポット状金属露出
部４の陥没深さは電気絶縁性コーティング６の裏面から最大位置で例えば５０～２００μ
ｍｍ程度である。なお、この実施の形態ではスポット状金属露出部４の周辺寄りの領域が
中心付近より陥没した形状に形成されているが、スポット状金属露出部４が全領域で陥没
していてもよい。このように先端電極２の表面から陥没したスポット状金属露出部４部分
を血管等に押し付けると、陥没部の底面であるスポット状金属露出部４の表面と血管との
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間に僅かな隙間が生じてその状態が保持されるので、先端電極２に高周波電流を通電する
とスポット状金属露出部４と血管との間で放電され、非常に良好な具合に凝固／止血が行
われる。また、スポット状金属露出部４の中心付近の領域が周辺寄りの領域より盛り上が
って斜面になっていることにより、そこで患部組織に対する強い放電が集中的に行われて
、凝固効率が高まる。
【００１４】
　なお、この実施の形態では、図３に示されるように、スポット状金属露出部４が先端電
極２の外側面２ｂにも例えば３個並んで設けられている。したがって、先端電極２の側方
に位置する患部組織に対しても効果な止血処置を行うことができる。そして、先端電極２
の先端面２ａと外側面２ｂは、スポット状金属露出部４を除く全ての部分に電気絶縁性コ
ーティング６が被覆されているので、止血処置の際に焼灼される患部組織がこびり付かず
、良好な止血効果を得ることができる。
【００１５】
　図４に示されるように、先端電極２の先端面２ａの裏側にあたる面２ｃは、全面におい
て電気絶縁性コーティング６が被覆されていない金属露出部５になっていて、その金属露
出部５から後方に連なる面２ｄが全部金属露出部５になっている。その結果、粘膜切開等
を行う必要がある場合には、その金属露出部５を粘膜面に押し当てながら先端電極２に高
周波電流を通電することにより、良好な切開処置を容易に行うことができる。そして、そ
の金属露出部５と直角をなす先端電極２の側壁面は全て電気絶縁性コーティング６により
被覆されているので、切開処置等の際に焼灼される患部組織がこびり付かず、スムーズに
切開処置を行うことができ、金属露出部５と患部組織との接触面積が変動しないので、高
周波電流の出力に対する切開能が安定していて、安全に切開することができる。
【００１６】
　なお、スポット状金属露出部４を形成する製造方法としては、レーザビーム照射による
のがよい。先端電極２にレーザビームを照射すると、先端電極２を構成する金属が溶けて
、溶けた金属が外縁側から次第に熱が発散して陥没した状態に固まり、図１に示されるよ
うに、溶解金属が中心側に寄せられて、中心付近の領域が周辺より少し盛り上がった状態
になってから固まる。このようして、少なくとも周辺寄りの領域が陥没した断面形状のス
ポット状金属露出部４を容易に製造することができる。
【００１７】
　また、先端電極２に対するレーザビームの照射を、先端電極２に電気絶縁性コーティン
グ６が被覆された状態で行うことにより、レーザビーム照射により発生する熱で電気絶縁
性コーティング６が蒸散し、スポット状金属露出部４部分だけ電気絶縁性コーティング６
が剥がされた状態になるので、スポット状金属露出部４の周囲に電気絶縁性コーティング
６が正しく被覆された構成を容易に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態の内視鏡用高周波処置具のスポット状電極の縦断面図。
【図２】本発明の実施の形態の内視鏡用高周波処置具の先端部分の斜視図。
【図３】本発明の実施の形態の内視鏡用高周波処置具の先端部分の斜視図。
【図４】本発明の実施の形態の内視鏡用高周波処置具の先端部分の斜視図。
【図５】本発明の実施の形態の内視鏡用高周波処置具の全体構成図。
【符号の説明】
【００１９】
　１…シース
　２…先端電極
　２Ａ…「？」状部分
　２Ｂ…棒状部分
　２ａ…先端面
　２ｂ…外側面
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　２ｃ…裏側にあたる面
　４…スポット状金属露出部
　５…金属露出部
　６…電気絶縁性コーティング
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要解决的问题：在进行血管的止血凝结等时，通过在金属暴露部分与患
部之间进行火花放电，同时使尖端电极的金属暴露部分与患部组织稍微
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而形成的。 是用于内窥镜的高频处理仪器，其中除金属暴露部分4和5之
外的部分覆盖有电绝缘涂层6，并且作为金属暴露部分4和5，至少周边附
近的区域是尖端电极2的表面。 形成具有从其凹陷的截面形状的点状的
金属露出部4。 [选型图]图1
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